
■□■ 行政不服審査法の改正について ■□■ 

 

１ 改正行政不服審査法が施行しました。 

平成26年6月に行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行しました。改正後の行政不服審査制度では、審

理員による審理手続や第三者機関への諮問手続が導入されます。本市においても、新しい行政不服審査制度に基づく審理手続が

行われることとなり、改正後のイメージ図のように不服申立の手続の流れが変わります。 

 

【新旧行政不服審査制度イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 処分に関与しない職員(審理員)が公平に審理します。 

審理員とは、不服申立てにおける審理手続を行う者としてその不服申立てに係る行政処分に関与していない者の中から、市長

により指名される職員(管理職相当の者)のことをいいます。 
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３ 有識者から成る第三者機関(行政不服審査会)が市長の判断をチェックします。 

  市長の最終判断のチェックを行う北広島市行政不服審査会(第三者機関)が設置されました。この行政不服審査会は、法律等に

関し優れた識見を有する弁護士、行政法学者、行政経験のある学識経験者の委員により構成しています。また、委員には、審査

請求人の秘密を漏らさぬように、条例により違反した場合に罰則のある守秘義務が課せられています。 

 

４ 不服申立ての手続が「審査請求」に一元化され、審査請求をすることができる期間が３か月に延長されました。 

  従来の「異議申立て」手続は廃止され、「審査請求」に一元化されました。また、審査請求をすることができる期間が６０日か

ら３か月に延長されました。 

 

５ 審理手続において提出された資料のコピーを請求できます。(白黒の場合、片面1枚につき10円) 

新しい行政不服審査制度では、審査請求人は、 

審理手続において提出された書類の閲覧だけでな 

く、条例で定める手数料を納めていただくことに 

より、その書類の写しの交付を求めることができ 

ることとなりました。なお、生活保護世帯の方、 

市民税非課税世帯の方には、手数料の減免制度が 

あります。 

 

 

６ 不服申立て(審査請求)の窓口・お問合せ 

行政不服審査制度における審査請求の窓口は、こちらの担当でお受け 

いたします。また、その行政処分によっては、審査請求の窓口が異なる 

場合がございますので、不明な場合は、お問合せをお願いいたします。 
〒061-1192 北広島市中央４丁目２番地１ 

北広島市役所 総務部 総務課 法制担当 

 電話  011-372-3311 (内線725) 

 ＦＡＸ 011-373-2903 


